
新年度になり、退職・転任等で、安全運転管理者・

副安全運転管理者が変更になっている事業所も多く

あると思います。

・ 会社の名称および所在地の変更
など・ 安全運転管理者の選任、改任、解任

選任とは…選任義務の発生により新規に管理者を選任した場合
改任とは…管理者の交代など前任者を解任し引き続き後任者を選任した場合
解任とは…選任義務が消滅したなどで管理者を解任した場合

届出時と変更がある場合は、１５日以内に届出が

必要になります。 速やかな手続きをお願いします。

必要書類等の不明点は管轄警察署へ
お問い合わせください。

札幌方面東警察署 交通第一課企画係
代表電話 011-704-0110

一年に一度の

安全運転管理者講習を必ず受講しましょう
道路交通法第７４条の３第９号

ストップ・ザ・交通事故 ～ めざせ 安全で安心な北海道 ～
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